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名古屋市規則第88号 

 

名古屋市市税条例施行細則及び名古屋市市税減免条例施行細則の

一部を改正する規則 

 

（名古屋市市税条例施行細則の一部改正） 

第 1 条 名古屋市市税条例施行細則（昭和31年名古屋市規則第39号）の一部を

次のように改正する。 

第 3 条第 1 項の表固定資産税の項及び軽自動車税（種別割に限る。）の項

を次のように改める。 

固定資産税 土地及び家屋に係る

固定資産税 

償却資産に係る固定

資産税 

賦課期日現在における固定資産所

在の区を所管する市税事務所 

名古屋市金山市税事務所（以下「

金山市税事務所」という。） 

軽自動車税  金山市税事務所 

第 3 条第 2 項の表西区、中村区、中川区及び港区並びに市外の区域の項中

「本陣市税事務所」を「名古屋市本陣市税事務所（以下「本陣市税事務所」



という。）」に改め、同条第 3 項中「の種別割」を削る。 

第25条（見出しを含む。）中「の種別割」を削る。 

第33条第63号中「軽自動車税（種別割）納税通知書」を「軽自動車税納税

通知書」に改め、同条第64号中「軽自動車税（種別割）証紙」を「軽自動車

税証紙」に改め、同条第70号中「軽自動車税（種別割）納税証明書」を「軽

自動車税納税証明書」に改める。 

第63号様式中「軽自動車税（種別割）納税通知書」を「軽自動車税納税通 

「 「 「 

知書」に、 を に、 を 

」 」 」 

「 「 「 

に、 を に、 

 」 」 」 

「軽自動車税（種別割）納税証明書」を「軽自動車税納税証明書」に、

「 

年度 軽自動車税（種別割）     （車両・標識番号） 

」  

を 

「 

年度 軽自動車税     （車両・標識番号） 

」  

に、 

「 

を 

」 

「 

に改める。 

」

第64号様式中「軽自動車税（種別割）証紙」を「軽自動車税証紙」に改め

る。 

年度 軽自動車税（種別割） 

年度 軽自動車税      

領収書  年度  

軽自動車税 

領収書  年度  

軽自動車税（種別割） 
納 付 書
軽自動車税

納 付 書

軽自動車税
（種別割）

納付済通知書
軽自動車税

納付済通知書

軽自動車税
（種別割）



第70号様式中「軽自動車税（種別割）納税証明書」を「軽自動車税納税証

明書」に改める。 

（名古屋市市税減免条例施行細則の一部改正） 

第 2 条 名古屋市市税減免条例施行細則（平成20年名古屋市規則第83号）の一

部を次のように改正する。 

第22条の 2 から第22条の 6 までを削る。 

第24条の見出し中「の種別割」を削り、同条中「軽自動車税の種別割の」

を「軽自動車税の」に、「軽自動車税の種別割額」を「軽自動車税額」に改

める。 

第28条第 3 号中「生徒、児童又は園児」を「幼児、児童、生徒又は学生」

に改める。 

第32条第 8 号中「軽自動車税（種別割）課税免除届出書」を「軽自動車税

課税免除届出書」に改め、同条第 9 号中「軽自動車税（種別割）課税免除事

由消滅届出書」を「軽自動車税課税免除事由消滅届出書」に改め、同条第10

号中「軽自動車税（種別割）減免申請書」を「軽自動車税減免申請書」に改

め、同条第11号中「軽自動車税（種別割）減免事由消滅申告書」を「軽自動

車税減免事由消滅申告書」に改める。 

第 8 号様式中「軽自動車税（種別割）課税免除届出書」を「軽自動車税課

税免除届出書」に改め、「の種別割」を削る。 

第 9 号様式中「軽自動車税（種別割）課税免除事由消滅届出書」を「軽自

動車税課税免除事由消滅届出書」に改め、「の種別割」を削る。 

第10号様式中「軽自動車税（種別割）減免申請書」を「軽自動車税減免申

請書」に改め、「の種別割」を削る。 

第11号様式中「軽自動車税（種別割）減免事由消滅申告書」を「軽自動車

税減免事由消滅申告書」に改め、「の種別割」を削る。 

 

附 則 

1  この規則は、公布の日（以下「施行日」という。）から施行する。 

2  第 1 条の規定による改正後の名古屋市市税条例施行細則及び第 2 条の規定

による改正後の名古屋市市税減免条例施行細則（以下「新減免規則」とい



う。）の規定中軽自動車税に関する部分は、令和 8 年度以後の年度分の軽自

動車税について適用する。 

3  施行日前の 3 輪以上の軽自動車の取得に対して課する軽自動車税の環境性

能割については、なお従前の例による。 

4  令和 7 年度以前の年度分の軽自動車税の種別割については、なお従前の例

による。 

5  この規則の施行の際現に第 2 条の規定による改正前の名古屋市市税減免条

例施行細則の規定に基づいて作成されている用紙は、新減免規則の規定にか

かわらず、当分の間、修正して使用することができる。 


